
令和４年８月２５日 

北海道拓殖バス株式会社 

 

買物回数券の廃止について 
 

いつも拓殖バスをご利用いただきありがとうございます。 

さて、弊社では下記の通り回数乗車券のうち、10 時～16 時に降車する際にのみ利用  

できる『買物回数券』を廃止することといたしました。 

ご利用のお客様にはご負担をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し 

上げます。 

 

記 

1． 販売終了するバス回数券 

買物回数券（13 枚つづり） 全種類 

 

2． 発売終了日 

令和４年９月３０日（金） 

※お手元の買物回数券は令和５年９月３０日（土）までご利用いただけます。 

 

3． 払い戻しについて 

・令和４年９月３０日（金）までは、払い戻し手数料２１０円が必要です。 

・令和４年１０月１日（土）～令和５年９月３０日（土）までは、無手数料にてお取り

扱いいたします。 

 

4． その他 

5．  

・終日利用可能な 11 枚つづりの『普通回数券』『コミュニティバス回数券』、また各   

都市間バスの回数券は引き続き販売いたします。 

以上 

 

 

お問い合わせ先 

北海道拓殖バス 業務部営業課 

０１５５－３１－８８１１ 

（平日８：４５～１７：３０） 


